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令 和 ４ 年 ８ 月 ４ 日 

防 災 企 画 課 

 

村上市、胎内市、岩船郡関川村に災害救助法を適用します 

 

 

 令和４年８月３日からの大雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、

又は受けるおそれが生じていることから、村上市、胎内市、岩船郡関川村に災

害救助法を適用することといたしました。 

 

 
 
１ 適用市町村       村上市、胎内市、岩船郡関川村 

  

 

２ 適用年月日         令和４年８月３日 

 

 

３ これまでに講じた措置  避難所の設置等 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件についてのお問い合わせ先 

 防災企画課 課長 南 

（直通）０２５－２８２－１６０６ 

（内線）６４１０ 


